
平
成
十
八
年
環
境
省
令
第
三
号

環
境
省
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
四
号
）
第
十
一
条
、
第
三
十
条
及
び
第
八

十
六
条
並
び
に
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
七
条

及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
環
境
省
関
係
石
綿
に
よ

る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

（
認
定
の
申
請
）

第
一
条
　
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
認
定
（
第

二
十
三
条
を
除
き
、
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
の
申

請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構

（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
認
定
の
申
請
に
係
る
疾
病
の
名
称

三
　
認
定
の
申
請
の
際
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な

い
者
に
あ
っ
て
は
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
て
い

た
期
間

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
の

資
料
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
戸
籍
の
抄
本
若
し
く
は
戸
籍
記
載
事
項

証
明
書
又
は
住
民
票
の
写
し
（
外
国
人
に
あ
っ
て

は
、
旅
券
、
住
民
票
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類

の
写
し
）

二
　
認
定
の
申
請
に
係
る
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と

を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
医
師
の
診
断
書
そ
の
他

の
資
料

三
　
認
定
の
申
請
に
係
る
疾
病
が
気
管
支
又
は
肺
の
悪

性
新
生
物
で
あ
る
と
き
は
、
石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と

に
よ
り
当
該
疾
病
に
か
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
資
料

四
　
認
定
の
申
請
に
係
る
疾
病
が
著
し
い
呼
吸
機
能
障

害
を
伴
う
石
綿
肺
又
は
著
し
い
呼
吸
機
能
障
害
を
伴

う
び
ま
ん
性
胸
膜
肥
厚
で
あ
る
と
き
は
、
石
綿
の
ば

く
露
に
関
す
る
資
料

（
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
の
様
式
）

第
二
条
　
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
は
、
様
式
第
一
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

（
申
請
中
死
亡
者
に
係
る
決
定
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
決
定
の
申
請
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
認
定
の
申
請
を
し
た
者
で
認
定
を
受
け
な
い
で
死

亡
し
た
も
の
（
以
下
「
申
請
中
死
亡
者
」
と
い
う
。
）

の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
死
亡
年
月
日
並
び

に
死
亡
の
当
時
有
し
て
い
た
住
所

二
　
申
請
中
死
亡
者
が
し
た
認
定
の
申
請
の
年
月
日

三
　
申
請
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並

び
に
申
請
中
死
亡
者
と
の
身
分
関
係

四
　
申
請
者
が
申
請
中
死
亡
者
に
つ
い
て
葬
祭
を
行
う

者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
中
死
亡
者
の
死
亡
の
事
実
及
び
死
亡
年
月
日

を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
申
請
者
が
申
請
中
死
亡
者
の
配
偶
者
、
子
、
父

母
、
孫
、
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
で
あ
っ
て
、
そ
の

申
請
中
死
亡
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同

じ
く
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
申
請
者
と
申

請
中
死
亡
者
と
の
身
分
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
及
び
申
請
者
が
申
請
中

死
亡
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
申
請
者
が
申
請
中
死
亡
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て

い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ

た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

四
　
申
請
者
が
申
請
中
死
亡
者
に
つ
い
て
葬
祭
を
行
う

者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

（
認
定
の
更
新
の
申
請
）

第
四
条
　
法
第
七
条
第
一
項
又
は
第
八
条
第
一
項
の
認
定

の
更
新
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
被
認
定
者
」
と
い

う
。
）
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
の
番
号

三
　
認
定
に
係
る
指
定
疾
病
（
以
下
「
認
定
疾
病
」
と

い
う
。
）
の
名
称

四
　
認
定
の
有
効
期
間
の
満
了
日

五
　
法
第
八
条
第
一
項
の
認
定
の
更
新
を
申
請
し
よ
う

と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
認
定
の
有
効
期
間
の
満
了

前
に
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
認
定
疾
病
が
有
効
期
間
の
満

了
後
に
お
い
て
も
継
続
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
資
料
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
当
該
認

定
の
有
効
期
間
の
満
了
日
の
属
す
る
月
の
六
月
前
か
ら

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
機
構
は
、
法
第
七
条
第
二
項
又
は
第
八
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
認
定
を
更
新
し
た
と
き
は
、
新
た
に
石
綿

健
康
被
害
医
療
手
帳
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
）

第
五
条
　
被
認
定
者
は
、
氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
速
や

か
に
、
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
前
の
氏
名
又
は
住
所
及
び
変
更
後
の
氏
名
又

は
住
所

二
　
変
更
の
年
月
日
及
び
そ
の
事
由

三
　
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
の
番
号

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
同
項
第
一
号
に
係
る
事
実
を
証

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
及
び
石
綿
健
康
被
害
医
療

手
帳
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
疾
病
が
治
っ
た
場
合
の
届
出
）

第
六
条
　
被
認
定
者
は
、
認
定
疾
病
が
治
っ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
機
構
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
死
亡
の
届
出
）

第
七
条
　
被
認
定
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る

死
亡
の
届
出
義
務
者
は
、
速
や
か
に
、
機
構
に
そ
の
旨

を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
被
認

定
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
つ
き
、
機
構
が
地
方
公
共
団

体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和

四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
七
第
四
項

に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
以
下
「
本
人

確
認
情
報
」
と
い
う
。
）
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
の
再
交
付
の
申
請
）

第
八
条
　
被
認
定
者
は
、
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
を
破

り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
機
構
に
再
交
付
を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
被
認
定
者
は
、
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
再
交
付
申
請
書
を

機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
認
定
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
の
番
号

三
　
再
交
付
の
申
請
の
理
由

３
　
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
を
破
り
、
又
は
汚
し
た
被

認
定
者
が
第
一
項
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
申
請
書

に
、
そ
の
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
を
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４
　
被
認
定
者
は
、
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
の
再
交
付

を
受
け
た
後
、
失
っ
た
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
を
発

見
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
機
構
に
返
還
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
の
返
還
）

第
九
条
　
被
認
定
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
に
至

っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
又
は
戸
籍
法
の
規
定
に
よ
る
死

亡
の
届
出
義
務
者
は
、
速
や
か
に
、
石
綿
健
康
被
害
医

療
手
帳
を
機
構
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
認
定
疾
病
が
治
っ
た
と
き

二
　
死
亡
し
た
と
き

三
　
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
有
効

期
間
が
満
了
し
た
と
き

四
　
機
構
か
ら
認
定
の
取
消
し
を
受
け
た
と
き

五
　
被
認
定
者
に
対
し
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
、
損

害
賠
償
そ
の
他
の
給
付
等
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
損

害
が
て
ん
補
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
受
け
た

損
害
賠
償
そ
の
他
の
給
付
等
の
う
ち
医
療
費
に
相
当

す
る
金
額
が
、
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医

療
費
の
額
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
と
き

六
　
被
認
定
者
に
対
し
、
認
定
疾
病
に
つ
い
て
、
健
康

保
険
法
等
以
外
の
法
令
（
条
例
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
給
付
の
額
が
、
法
第
十
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
医
療
費
の
額
を
満
た
す
も
の
で
あ
る

と
き

（
環
境
省
令
で
定
め
る
病
院
、
診
療
所
又
は
薬
局
）

第
十
条
　
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る

病
院
、
診
療
所
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）

又
は
薬
局
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第

八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事

業
者

二
　
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四

号
）
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療

機
関

三
　
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施

設
及
び
同
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院

四
　
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
同
法
第
八
条
第
四
項
に

規
定
す
る
訪
問
看
護
を
行
う
者
に
限
る
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
同
法
第
八
条
の

二
第
三
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
行
う

者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

（
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
式
に
よ
ら
な
い

旨
の
申
出
）

第
十
一
条
　
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
診
療
報
酬
の
請

求
及
び
支
払
に
関
し
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
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方
式
に
よ
ら
な
い
旨
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
機
構
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
病
院
、
診
療
所
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
健

康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三

十
六
号
）
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
を
い
う
。
）
、
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
当

該
指
定
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業

所
、
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
当
該
指
定
に
係
る
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
又
は
薬
局
の
名

称
及
び
所
在
地

二
　
開
設
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

（
医
療
費
の
請
求
）

第
十
二
条
　
医
療
費
の
支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
認
定
者
（
認
定
前
に
あ
っ
て
は
、
認
定
の
申
請

を
し
た
者
）
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
被
認
定
者
が
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
番
号

三
　
認
定
疾
病
（
認
定
前
に
あ
っ
て
は
、
認
定
の
申
請

に
係
る
疾
病
。
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
を
除
き
、

以
下
同
じ
。
）
の
名
称

四
　
認
定
疾
病
に
係
る
療
養
を
開
始
し
た
日

五
　
当
該
医
療
費
の
支
給
の
請
求
に
係
る
疾
病
の
名
称

及
び
医
療
の
内
容

六
　
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
費
の
額

七
　
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
費
の
支

給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
保
険
医

療
機
関
等
以
外
の
病
院
、
診
療
所
又
は
薬
局
そ
の
他

の
者
か
ら
医
療
を
受
け
た
理
由

八
　
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
費
の
支

給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
石
綿
健

康
被
害
医
療
手
帳
を
提
示
し
な
か
っ
た
理
由

２
　
前
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
は
、
医
師
そ
の
他
の
診
療
、
薬
剤
の
支
給
又
は
手

当
を
行
っ
た
者
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
移
送
に
要
し
た
費
用
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

３
　
第
一
項
第
六
号
の
額
が
移
送
に
要
し
た
費
用
の
額
を

含
む
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
費
用
の
額
を
証
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
、
同
項
の
請
求
書
に
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
療
養
手
当
の
請
求
）

第
十
三
条
　
療
養
手
当
の
支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
認
定
者
（
認
定
前
に
あ
っ
て
は
、
認
定
の
申
請

を
し
た
者
）
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
被
認
定
者
が
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
番
号

三
　
認
定
疾
病
の
名
称

（
現
況
の
届
出
）

第
十
四
条
　
被
認
定
者
は
、
毎
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、

か
つ
、
自
ら
署
名
し
た
届
書
（
自
ら
署
名
す
る
こ
と
が

困
難
な
被
認
定
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
被
認
定
者
の
代

理
人
が
署
名
し
た
届
書
）
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

き
、
機
構
が
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら

本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
被
認
定
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
の
番
号

三
　
認
定
疾
病
の
名
称

２
　
被
認
定
者
で
あ
っ
て
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い

も
の
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
届
書
に
、
そ
の
者
の
生
存

の
事
実
が
確
認
で
き
る
書
類
を
添
え
て
、
機
構
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
は
、
認
定
の
申
請
を
し
た
日
以
後
一

年
以
内
に
到
来
す
る
五
月
三
十
一
日
が
属
す
る
年
に

は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

（
未
支
給
の
医
療
費
等
の
請
求
）

第
十
五
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
未
支
給

の
医
療
費
等
の
支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
医
療
費
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
者
で
死
亡
し

た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
前
死
亡

者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び

死
亡
の
当
時
有
し
て
い
た
住
所

二
　
請
求
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び

支
給
前
死
亡
者
と
の
身
分
関
係

三
　
未
支
給
の
医
療
費
等
の
種
類

四
　
支
給
前
死
亡
者
が
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
の
交

付
を
受
け
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
番
号

五
　
支
給
前
死
亡
者
の
死
亡
年
月
日

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
の

資
料
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
支
給
前
死
亡
者
の
死
亡
の
事
実
及
び
死
亡
年
月
日

を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
請
求
者
と
支
給
前
死
亡
者
と
の
身
分
関
係
を
証
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

三
　
請
求
者
が
支
給
前
死
亡
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て

い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ

た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

四
　
請
求
者
が
支
給
前
死
亡
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

五
　
支
給
前
死
亡
者
が
医
療
費
等
の
支
給
を
請
求
す
る

場
合
に
提
出
す
べ
き
で
あ
っ
た
書
類
そ
の
他
の
資
料

で
ま
だ
提
出
し
て
い
な
か
っ
た
も
の

３
　
未
支
給
の
医
療
費
の
支
給
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お

い
て
、
支
給
前
死
亡
者
が
死
亡
前
に
そ
の
医
療
費
の
支

給
を
請
求
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
、
未
支
給
の
医
療

費
の
支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
十
二
条
の

例
に
よ
る
請
求
書
及
び
こ
れ
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
書
類
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
葬
祭
料
の
請
求
）

第
十
六
条
　
葬
祭
料
の
支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
被
認
定
者
又
は
申
請
中
死
亡
者
の
氏

名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
死
亡
の
当
時
有
し
て
い

た
住
所

二
　
請
求
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並

び
に
死
亡
し
た
被
認
定
者
又
は
申
請
中
死
亡
者
と
の

関
係

三
　
認
定
疾
病
の
名
称

四
　
死
亡
し
た
被
認
定
者
が
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
番
号

五
　
被
認
定
者
又
は
申
請
中
死
亡
者
の
死
亡
年
月
日

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
認
定
者
又
は
申
請
中
死
亡
者
の
死
亡
の
事
実
及

び
死
亡
年
月
日
並
び
に
認
定
疾
病
に
起
因
し
て
死
亡

し
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
請
求
者
が
死
亡
し
た
被
認
定
者
又
は
申
請
中
死
亡

者
に
つ
い
て
葬
祭
を
行
う
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
施
行
前
死
亡
者
に
係
る
特
別
遺
族
弔
慰
金
等
の
請
求
）

第
十
七
条
　
特
別
遺
族
弔
慰
金
及
び
特
別
葬
祭
料
（
以
下

「
特
別
遺
族
弔
慰
金
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
日
本
国

内
に
お
い
て
石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
り
指
定
疾
病

に
か
か
り
、
当
該
指
定
疾
病
に
起
因
し
て
法
の
施
行
の

日
前
に
死
亡
し
た
者
（
以
下
「
施
行
前
死
亡
者
」
と
い

う
。
）
に
係
る
も
の
の
支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
施
行
前
死
亡
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び

死
亡
年
月
日
並
び
に
死
亡
の
当
時
有
し
て
い
た
住
所

二
　
請
求
に
係
る
疾
病
の
名
称

三
　
施
行
前
死
亡
者
が
死
亡
の
当
時
日
本
国
内
に
住
所

を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
、
日
本
国
内
に
住
所

を
有
し
て
い
た
期
間

四
　
請
求
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並

び
に
施
行
前
死
亡
者
と
の
身
分
関
係

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
の

資
料
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
施
行
前
死
亡
者
の
死
亡
に
関
し
て
市
町
村
長
に
提

出
し
た
死
亡
診
断
書
若
し
く
は
死
体
検
案
書
を
機
構

が
確
認
す
る
こ
と
の
同
意
書
又
は
請
求
に
係
る
疾
病

に
起
因
し
て
死
亡
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
診
療
録
の
写
し

二
　
請
求
に
係
る
疾
病
が
気
管
支
又
は
肺
の
悪
性
新
生

物
で
あ
る
と
き
は
、
石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
り

当
該
疾
病
に
か
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
資
料

三
　
請
求
者
と
施
行
前
死
亡
者
と
の
身
分
関
係
を
証
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

四
　
請
求
者
が
施
行
前
死
亡
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て

い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ

た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

五
　
請
求
者
が
施
行
前
死
亡
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

（
未
申
請
死
亡
者
に
係
る
特
別
遺
族
弔
慰
金
等
の
請
求
）

第
十
七
条
の
二
　
特
別
遺
族
弔
慰
金
等
の
う
ち
、
日
本
国

内
に
お
い
て
石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
り
指
定
疾
病

に
か
か
り
、
当
該
指
定
疾
病
に
関
し
認
定
の
申
請
を
し

な
い
で
当
該
指
定
疾
病
に
起
因
し
て
法
の
施
行
の
日
以

後
に
死
亡
し
た
者
（
以
下
「
未
申
請
死
亡
者
」
と
い

う
。
）
に
係
る
も
の
の
支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
機
構
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
未
申
請
死
亡
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び

死
亡
年
月
日
並
び
に
死
亡
の
当
時
有
し
て
い
た
住
所

二
　
請
求
に
係
る
疾
病
の
名
称

三
　
未
申
請
死
亡
者
が
死
亡
の
当
時
日
本
国
内
に
住
所

を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
、
日
本
国
内
に
住
所

を
有
し
て
い
た
期
間

四
　
請
求
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並

び
に
未
申
請
死
亡
者
と
の
身
分
関
係

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
の

資
料
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
未
申
請
死
亡
者
の
死
亡
の
事
実
及
び
死
亡
年
月
日

並
び
に
請
求
に
係
る
疾
病
に
起
因
し
て
死
亡
し
た
こ

と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
請
求
に
係
る
疾
病
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
を
証
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
資
料

三
　
請
求
に
係
る
疾
病
が
気
管
支
又
は
肺
の
悪
性
新
生

物
で
あ
る
と
き
は
、
石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
り

当
該
疾
病
に
か
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
資
料

四
　
請
求
に
係
る
疾
病
が
著
し
い
呼
吸
機
能
障
害
を
伴

う
石
綿
肺
又
は
著
し
い
呼
吸
機
能
障
害
を
伴
う
び
ま

ん
性
胸
膜
肥
厚
で
あ
る
と
き
は
、
石
綿
の
ば
く
露
に

関
す
る
資
料

五
　
請
求
者
と
未
申
請
死
亡
者
と
の
身
分
関
係
を
証
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

六
　
請
求
者
が
未
申
請
死
亡
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て

い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ

た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

七
　
請
求
者
が
未
申
請
死
亡
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

（
救
済
給
付
調
整
金
の
請
求
）

第
十
八
条
　
救
済
給
付
調
整
金
の
支
給
を
請
求
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を

機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
被
認
定
者
又
は
申
請
中
死
亡
者
の
氏

名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
死
亡
の
当
時
有
し
て
い

た
住
所

二
　
請
求
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並

び
に
死
亡
し
た
被
認
定
者
又
は
申
請
中
死
亡
者
と
の

身
分
関
係

三
　
認
定
疾
病
の
名
称

四
　
死
亡
し
た
被
認
定
者
が
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
番
号

五
　
被
認
定
者
又
は
申
請
中
死
亡
者
の
死
亡
年
月
日

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
認
定
者
又
は
申
請
中
死
亡
者
の
死
亡
の
事
実
及

び
死
亡
年
月
日
並
び
に
認
定
疾
病
に
起
因
し
て
死
亡

し
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
請
求
者
と
被
認
定
者
又
は
申
請
中
死
亡
者
と
の
身

分
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又

は
抄
本

三
　
請
求
者
が
被
認
定
者
又
は
申
請
中
死
亡
者
と
婚
姻

の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
っ
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を

証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
請
求
者
が
被
認
定
者
又
は
申
請
中
死
亡
者
の
死
亡

の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を

証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
損
害
の
て
ん
補
を
受
け
た
場
合
の
届
出
）

第
十
九
条
　
救
済
給
付
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
そ
の
他
の

給
付
等
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
損
害
が
て
ん
補
さ
れ
た

場
合
は
、
そ
の
受
け
た
損
害
賠
償
そ
の
他
の
給
付
等
の

額
及
び
内
容
を
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
を
受
け
た
場
合
の
届
出
）

第
二
十
条
　
救
済
給
付
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
、
労
働
者
災
害
補
償
保

険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
そ
の
他
の
法

令
に
よ
る
給
付
で
政
令
で
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
る
べ

き
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
令
の
名
称
及
び
給
付
の

種
類
並
び
に
既
に
支
給
を
受
け
た
も
の
が
あ
る
と
き
は

そ
の
支
給
を
受
け
た
額
を
、
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
令
第
八
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
規
定
に
基
づ
き
支

給
さ
れ
る
給
付
）

第
二
十
一
条
　
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
環

境
省
令
で
定
め
る
規
定
に
基
づ
き
支
給
さ
れ
る
給
付

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
四

十
六
条
の
規
定
に
よ
る
増
加
恩
給
、
第
四
十
六
条
ノ

二
の
規
定
に
よ
る
傷
病
賜
金
及
び
同
法
第
七
十
三
条

の
規
定
に
よ
る
扶
助
料
（
第
七
十
五
条
第
一
項
第
二

号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び

に
恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八

年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
増
加
恩
給
及
び
傷
病
年
金
並
び
に
恩

給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年

法
律
第
五
十
一
号
）
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る

傷
病
者
遺
族
特
別
年
金

二
　
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）

第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
休
業
手
当
金
、

同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
年

金
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
手
当
金
、
同

法
第
九
十
一
条
又
は
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
一

時
金
、
同
法
第
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年

金
、
同
法
第
百
一
条
又
は
第
百
二
条
の
規
定
に
よ
る

一
時
金
、
同
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

障
害
前
払
一
時
金
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

遺
族
前
払
一
時
金

三
　
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九

号
）
第
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
休
業
補
償
、
同
法

第
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
、
同
法
第
七

十
九
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
、
同
法
第
八
十
条

の
規
定
に
よ
る
葬
祭
料
及
び
同
法
第
八
十
一
条
の
規

定
に
よ
る
打
切
補
償

四
　
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
十
二
条
の
八
第
一
項

第
二
号
の
規
定
に
よ
る
休
業
補
償
給
付
、
同
項
第
三

号
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
給
付
、
同
項
第
四
号
の

規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
給
付
、
同
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
る
葬
祭
料
、
同
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
傷
病

補
償
年
金
、
同
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
介
護
補
償

給
付
、
同
法
第
二
十
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

複
数
事
業
労
働
者
休
業
給
付
、
同
条
第
三
号
の
規
定

に
よ
る
複
数
事
業
労
働
者
障
害
給
付
、
同
条
第
四
号

の
規
定
に
よ
る
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
給
付
、
同
条

第
五
号
の
規
定
に
よ
る
複
数
事
業
労
働
者
葬
祭
給

付
、
同
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
複
数
事
業
労
働
者

傷
病
年
金
、
同
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
複
数
事
業

労
働
者
介
護
給
付
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
る
休
業
給
付
、
同
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る

障
害
給
付
、
同
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
給

付
、
同
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
葬
祭
給
付
、
同
条

第
六
号
の
規
定
に
よ
る
傷
病
年
金
、
同
条
第
七
号
の

規
定
に
よ
る
介
護
給
付
、
同
法
附
則
第
五
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
、

同
法
附
則
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害

補
償
年
金
前
払
一
時
金
、
同
法
附
則
第
六
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
、
同

法
附
則
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
複
数

事
業
労
働
者
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
同
法
附
則
第

六
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
複
数
事
業
労
働

者
障
害
年
金
前
払
一
時
金
、
同
法
附
則
第
六
十
条
の

四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年

金
前
払
一
時
金
、
同
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
同
法
附
則
第

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
前
払
一

時
金
及
び
同
法
附
則
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
遺
族
年
金
前
払
一
時
金

五
　
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十
二
条

の
三
の
規
定
に
よ
る
補
償

六
　
国
会
職
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
五

号
）
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
補
償

七
　
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
九
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
傷
病
手
当
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
予
後
手
当
、
同
法
第
九
十
二
条
の

規
定
に
よ
る
障
害
手
当
、
同
法
第
九
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
遺
族
手
当
及
び
同
法
第
九
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
葬
祭
料

八
　
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八

号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
扶
助
金

九
　
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十

六
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
補
償

十
　
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

第
三
十
六
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
く
補
償

十
一
　
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三

号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
十
五
条
の
規
定

に
基
づ
く
補
償

十
二
　
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
九
十
一
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
休
業

補
償
、
同
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

傷
病
補
償
年
金
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
障
害
補
償
年
金
及
び
障
害
補
償
一
時
金
、
同
法

第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
補
償
、

同
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
及
び

遺
族
補
償
一
時
金
、
同
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る

葬
祭
補
償
、
同
法
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
障
害

補
償
年
金
差
額
一
時
金
、
同
法
附
則
第
八
項
の
規
定

に
よ
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
並
び
に
同
法
附

則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
前
払
一

時
金

十
三
　
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
補
償
で
あ
っ

て
前
号
に
規
定
す
る
補
償
に
相
当
す
る
も
の

イ
　
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
十
五
条

ロ
　
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
二
百
九
十
九
号
）

ハ
　
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
七

条
第
一
項

ニ
　
裁
判
官
の
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
五
年
法
律
第
百
号
）

十
四
　
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
（
昭
和
二
十

七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る

障
害
年
金
及
び
障
害
一
時
金
、
同
法
第
二
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
遺
族
給
与
金
並
び
に
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺

族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五

十
二
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
一
時
金

十
五
　
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給

付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四

十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
給
付
（
同
法
第
五

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
療
養
給
付
を
除

く
。
）
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十
六
　
海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
の
災
害
給

付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
三

号
）
第
二
条
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
給
付
（
同

法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
療
養
給
付

を
除
く
。
）

十
七
　
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五

号
）
第
百
三
条
第
十
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
補
償

十
八
　
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校

薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
補
償
（
同
法
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
療
養

補
償
を
除
く
。
）

十
九
　
連
合
国
占
領
軍
等
の
行
為
等
に
よ
る
被
害
者
等

に
対
す
る
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
六
年
法
律
第
二
百
十
五
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
休
業
給
付
金
、
同
法
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
障
害
給
付
金
、
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
遺
族
給
付
金
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
葬
祭
給
付
金
、
同
法
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
打
切
給
付
金
、
同
法
第
十
四
条
の
三

の
規
定
に
よ
る
特
別
障
害
給
付
金
、
同
法
第
十
四
条

の
四
の
規
定
に
よ
る
特
別
遺
族
給
付
金
及
び
同
法
第

十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
特
別
打
切
給
付
金

二
十
　
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二

百
二
十
三
号
）
第
八
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
補
償

二
十
一
　
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法

律
第
百
六
十
八
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
療
養

手
当
及
び
同
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
葬
祭
料

二
十
二
　
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七

号
）
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
補
償

二
十
三
　
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年

法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る

休
業
補
償
、
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
傷
病
補
償
年
金
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
及
び
障
害
補
償
一
時

金
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介

護
補
償
、
同
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補

償
年
金
及
び
遺
族
補
償
一
時
金
、
同
法
第
四
十
二
条

の
規
定
に
よ
る
葬
祭
補
償
、
同
法
附
則
第
五
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時

金
、
同
法
附
則
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
並
び
に
同
法
附
則
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時

金
並
び
に
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
条
例
に
よ
る

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
補
償

二
十
四
　
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
施
行
法
（
昭
和
六

十
一
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
七
項
の

規
定
に
よ
る
補
償

二
十
五
　
国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
八
条
の
規
定

に
よ
る
補
償

二
十
六
　
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ

ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
五

条
第
一
項
第
七
号
又
は
同
法
附
則
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
障
害
見
舞
金
及
び
死
亡
見
舞
金

二
十
七
　
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の

た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第

百
十
二
号
）
第
百
六
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
同

法
第
百
八
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
補
償

二
十
八
　
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
第
百

条
（
同
法
第
八
十
二
条
第
二
項
（
同
法
第
二
百
八
十

八
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
百
八
十
八
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手

当
金

二
十
九
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
六
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
補
償

三
十
　
少
年
院
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
八

号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
死
亡
手
当

金
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
手
当
金
及
び

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
手
当
金

（
令
第
九
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
算
定
方
法
）

第
二
十
二
条
　
令
第
九
条
に
定
め
る
額
は
、
同
条
第
一
号

に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
調
整
基
礎
額
に
一
を

乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
し
、
同
条
第
二
号
に
該
当
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
事

由
が
生
じ
た
時
か
ら
当
該
給
付
を
受
け
る
べ
き
時
ま
で

の
そ
の
事
由
が
生
じ
た
時
に
お
け
る
法
定
利
率
に
よ
り

計
算
さ
れ
る
額
を
合
算
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
合
算

し
た
額
が
当
該
調
整
基
礎
額
と
な
る
べ
き
額
を
合
計
し

て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
調
整
基
礎
額
は
、
前
条
各
号
に
規
定
す
る
給

付
（
以
下
「
災
害
給
付
」
と
い
う
。
）
の
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
災
害
給
付
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し

て
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十

五
号
）
若
し
く
は
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律

第
百
四
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
の
支

給
が
停
止
さ
れ
、
又
は
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十

六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
児
童
扶

養
手
当
の
支
給
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に

は
、
当
該
支
給
が
停
止
さ
れ
、
又
は
支
給
が
行
わ
れ
な

い
こ
と
と
な
る
年
金
た
る
給
付
又
は
児
童
扶
養
手
当
の

額
（
そ
の
額
が
当
該
災
害
給
付
の
額
を
超
え
る
と
き
は

当
該
災
害
給
付
の
額
）
を
当
該
災
害
給
付
の
額
か
ら
減

じ
て
得
ら
れ
る
額
を
も
っ
て
、
前
項
の
調
整
基
礎
額
と

す
る
。

（
認
定
及
び
救
済
給
付
に
関
す
る
処
分
の
通
知
）

第
二
十
三
条
　
機
構
は
、
法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
法

第
二
十
二
条
第
一
項
の
認
定
又
は
救
済
給
付
に
関
す
る

処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
文
書
で
そ
の
内

容
を
申
請
者
又
は
請
求
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
添
付
書
類
の
省
略
）

第
二
十
四
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
同
時
に
二
以
上

の
申
請
書
、
請
求
書
又
は
届
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お

い
て
、
一
の
申
請
書
、
請
求
書
又
は
届
書
に
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
書
類
に
よ
り
、
他
の
申
請
書
、
請
求
書

又
は
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
に
係
る
事

項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
他
の
申

請
書
、
請
求
書
又
は
届
書
の
余
白
に
そ
の
旨
を
記
載
し

て
、
他
の
申
請
書
、
請
求
書
又
は
届
書
に
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
当
該
書
類
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
二
人
以
上
の
者
が
同
時
に
申
請

書
、
請
求
書
又
は
届
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
け
る
他

方
の
申
請
書
、
請
求
書
又
は
届
書
に
つ
い
て
も
、
同
様

と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
機
構
は
、
特
に
必

要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ

り
申
請
書
、
請
求
書
又
は
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
申
請
等
の
経
由
）

第
二
十
五
条
　
法
及
び
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
機
構
に

提
出
す
る
申
請
書
、
請
求
書
又
は
届
書
は
、
地
方
環
境

事
務
所
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
法
及
び
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
提
出
す
る

申
請
書
、
請
求
書
又
は
届
書
を
地
方
環
境
事
務
所
を
経

由
し
て
提
出
し
た
場
合
は
、
地
方
環
境
事
務
所
長
が
受

理
し
た
時
に
機
構
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
書
面
等
の
提
出
の
日
）

第
二
十
六
条
　
法
及
び
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
機
構
に

提
出
す
る
申
請
書
、
請
求
書
又
は
届
書
が
郵
便
、
民
間

事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る

一
般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特

定
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信

書
便
（
以
下
「
信
書
便
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
出
さ

れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
郵
便
物
又
は
信
書
便
物
の
通
信

日
付
印
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
日
（
そ
の
表
示
が
な
い
と

き
、
又
は
そ
の
表
示
が
明
瞭
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
郵

便
物
又
は
信
書
便
物
に
つ
い
て
通
常
要
す
る
送
付
日
数

を
基
準
と
し
た
場
合
に
そ
の
日
に
相
当
す
る
も
の
と
認

め
ら
れ
る
日
）
に
そ
の
提
出
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
。

２
　
法
及
び
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
提
出
す
る

申
請
書
、
請
求
書
又
は
届
書
を
環
境
大
臣
が
指
定
し
た

者
を
経
由
し
て
提
出
し
た
場
合
は
、
当
該
者
が
接
受
し

た
時
に
機
構
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
情
報
開
示
）

第
二
十
七
条
　
機
構
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
法
の

規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
業
務
及
び
石
綿
健
康
被
害
救

済
基
金
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
開
示
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
　
削
除

（
特
別
拠
出
金
の
充
当
）

第
三
十
二
条
　
機
構
は
、
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
未
納
の
特
別
拠
出
金
そ
の
他
法
の
規
定
に
よ

る
徴
収
金
に
充
当
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
特
別
事
業

主
（
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
特
別
事
業
主
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
拠
出
金
の
延
納
の
方
法
）

第
三
十
三
条
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納

付
す
べ
き
特
別
拠
出
金
の
額
が
二
十
万
円
以
上
で
あ
る

特
別
事
業
主
は
、
特
別
拠
出
金
を
納
付
す
る
際
に
法
第

五
十
条
の
規
定
に
よ
る
延
納
の
申
請
を
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
特
別
拠
出
金
を
、
四
月
一
日
か
ら
六
月
三
十

日
ま
で
、
七
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
、
十
月
一

日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
及
び
翌
年
一
月
一
日
か

ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
各
期
に
分
け
て
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
延
納
を
す
る
特
別
事
業
主
は
、

そ
の
特
別
拠
出
金
の
額
を
期
の
数
で
除
し
て
得
た
額
を

各
期
分
の
特
別
拠
出
金
と
し
て
、

初
の
期
分
の
特
別

拠
出
金
に
つ
い
て
は
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
通
知
を
受
け
た
納
期
限
ま
で
に
、
そ
の
後
の
各
期

分
の
特
別
拠
出
金
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
期
の
初

日
の
属
す
る
月
の
翌
月
十
五
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
延
納
を
す
る
特
別
事
業
主

は
、

初
の
期
分
以
外
の
各
期
分
の
特
別
拠
出
金
の
う

ち
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
納
期
限
が

初
の
期
分
の
特

別
拠
出
金
の
納
期
限
よ
り
先
に
到
来
す
る
こ
と
と
な
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

初
の
期
分
の
特
別
拠
出
金
の
納
期
限
ま
で
に
、

初
の

期
分
の
特
別
拠
出
金
と
と
も
に
納
付
す
る
も
の
と
す

る
。

第
三
十
四
条
　
前
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
九
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
そ
の
不
足
す
る
特
別
拠
出

4



金
に
係
る
法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
延
納
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
及
び

第
二
項
中
「
法
第
四
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、

「
法
第
四
十
九
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
特
別
拠
出
金
等
の
申
告
及
び
納
付
）

第
三
十
五
条
　
特
別
拠
出
金
そ
の
他
法
の
規
定
に
よ
る
徴

収
金
は
、
機
構
に
直
接
納
付
す
る
場
合
の
ほ
か
は
、
金

融
機
関
に
設
け
ら
れ
た
機
構
の
口
座
に
払
い
込
む
こ
と

に
よ
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
別
拠
出
金
そ
の
他
法
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
納

付
は
、
納
入
告
知
書
に
係
る
も
の
を
除
き
納
付
書
に
よ

っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
は
、
納
入
告
知
書
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
滞
納
処
分
の
証
明
書
）

第
三
十
六
条
　
法
第
五
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

滞
納
処
分
の
た
め
財
産
の
差
押
え
を
す
る
と
き
は
、
差

押
え
を
す
る
機
構
の
職
員
は
、
そ
の
行
為
に
関
し
正
当

な
権
限
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
様
式
第
二
に

よ
る
証
明
書
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
示
送
達
の
方
法
）

第
三
十
七
条
　
法
第
五
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
国
税
徴

収
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
特
別
拠
出
金
そ
の
他
法

の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
に
関
す
る
公
示
送
達
は
、
機
構

の
理
事
長
が
送
達
す
べ
き
書
類
を
保
管
し
、
い
つ
で
も

送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
交
付
す
る
旨
を
機
構
の
掲
示

場
に
掲
示
し
て
行
う
。

（
証
明
書
の
様
式
）

第
三
十
八
条
　
法
第
五
十
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

携
帯
す
べ
き
証
明
書
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

２
　
法
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五

十
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
携
帯
す
べ
き
証
明
書

は
、
様
式
第
五
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
五
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五

十
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
携
帯
す
べ
き
証
明
書

は
、
様
式
第
六
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
書
類
の
保
存
義
務
）

第
三
十
九
条
　
特
別
事
業
主
又
は
特
別
事
業
主
で
あ
っ
た

者
は
、
法
又
は
こ
の
省
令
に
よ
る
特
別
拠
出
金
に
関
す

る
書
類
を
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
三
月

二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
二
四
日
環
境
省
令

第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
二
三
日
環
境
省
令

第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
環
境
省
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十

八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
二

十
一
条
第
一
号
中
「
監
獄
法
」
を
「
刑
事
施
設
ニ
於
ケ

ル
刑
事
被
告
人
ノ
収
容
等
ニ
関
ス
ル
法
律
」
に
改
め
、

同
条
に
第
三
十
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
刑
事
施

設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
平
成
十
八
年
五
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
六
月
一
四
日
環
境
省
令

第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
九
日
環
境
省
令

第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
〇
日
環
境
省

令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
四
日
環
境
省
令
第

一
号
）

こ
の
省
令
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
施
行
の

日
（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
二
〇
日
環
境
省
令

第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
証
明
書
は
、
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
省
令

の
施
行
後
に
お
い
て
も
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
一
日
環
境
省
令
第

一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
九
日
環
境
省
令

第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
八
日
環
境
省

令
第
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行

令
第
八
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
規
定
に
基
づ
き
支
給

さ
れ
る
給
付
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
八
条
の
環
境

省
令
で
定
め
る
規
定
に
基
づ
き
支
給
さ
れ
る
給
付
は
、

環
境
省
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
環
境
省
令
第
三
号
）
第

二
十
一
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
雇
用
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十

号
）
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三

号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
傷
病
手
当
金

（
職
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
、

同
法
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
障

害
年
金
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
手
当
金
、

同
法
第
四
十
二
条
、
第
四
十
二
条
ノ
二
又
は
第
四
十
二

条
ノ
三
の
規
定
に
よ
る
一
時
金
、
同
法
第
四
十
六
条
の

規
定
に
よ
る
介
護
料
、
同
法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る

遺
族
年
金
、
同
法
第
五
十
条
ノ
七
の
規
定
に
よ
る
一
時

金
、
同
法
第
五
十
条
ノ
九
の
規
定
に
よ
る
葬
祭
料
（
職

務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法

附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
前
払
一
時
金
並
び
に

同
法
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
前
払
一
時
金
と

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
二
年
六
月
二
五
日
環
境
省
令

第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
九
日
環
境
省
令

第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
二
十
六

条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
同

法
第
八
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
療
養
型
医
療

施
設
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

規
定
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
環
境
省
関

係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
の
規
定
は
、
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
九
日
環
境
省
令

第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め

の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の

日
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
六
日
環
境
省
令
第

二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
一
部
及
び
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及

び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離

脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年

七
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
四
月
一
二
日
環
境
省
令

第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別

措
置
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
四
月
十
三
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
二
三
日
環
境
省
令

第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総

合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年

四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
五
月
一
九
日
環
境
省
令

第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
少
年
院
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十

七
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
九
日
環
境
省
令

第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総

合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
環
境
省
令

第
三
号
）

5



こ
の
省
令
は
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の

た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
の
日
（
平
成
三
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
七
日
環
境
省
令
第

二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
一
八
日
環
境
省
令
第

七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
環
境
省
関
係
石
綿
に
よ

る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十

二
条
第
一
項
の
当
該
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
事
由
が
生

じ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
算
定
に
用
い
る
法
定
利
率
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
環
境
省
令
第

九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
三
一
日
環
境
省
令
第

二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
令
和
二
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
一
六
日
環
境
省
令

第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
一
月
二
三
日
環
境
省
令
第

三
号
）

こ
の
省
令
は
、
全
世
代
対
応
型
の
社
会
保
障
制
度
を

構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
令
和
六
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る

女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六

年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
四
月
一
九
日
環
境
省
令
第

二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政

手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政

運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続

等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六

号
）
附
則
第
一
条
第
十
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
１
（
第
２
条
関
係
）

－１－ 

 

石綿健康被害医療手帳 

公費負担者番号 

公費負担医療の 
受 給 者 番 号 

被

認

定

者 

氏 名 

生 年 月 日 

住 所 

認定疾病の名称 

受 付 年 月 日 

有 効 期 限 

発行機関及び印 

男・女 

    年  月  日 

    年  月  日 

独立行政法人 

環境再生保全機構 

病院の名称 
治 療 

期 間 

入 院 
入院外 
の 別 

医療機関の名称 

治     療 

     備考 この手帳の用紙の大きさは、日本産業規格Ｂ６とする。 

    年  月  日 

 

 

 

様式第１（第２条関係） 

  （表 面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （裏 面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
<注意事項> 

 
１ 保健医療機関等において医療を受ける場合、被保
険者証、組合員証又は老人保健法医療受給者証に添
えて、この石綿健康被害医療手帳を必ず窓口に提出
してください。 

２ 認定疾病（付随して発生するいわゆる続発症を含
む。 ）について、医療保険の給付対象となる診療及
び介護保険の適用を受ける医療系サービスを受けた
場合、保険適用となる範囲の自己負担分が給付対象
となります。遺伝性疾病、歯科診療、正常分娩に係
る産科診療、第三者行為による傷害、その他他に原
因が明らかであると主治医が認めた疾病に関する医
療については対象になりません。 

３ 緊急その他やむを得ない理由があるときに、手帳
を提示せずに保健医療機関等から診療を受けた場合
や、保健医療機関等以外から診療を受けた場合は、
後から、（ 独 ） 環境再生保全機構に医療費の支給を
請求することができます。 

４ 住所又は氏名に変更があったときは、速やかに届
け出てください。 

５ 認定疾病が治ったとき、この手帳の有効期限が来
たとき、認定の取消しを受けたとき、又は被認定者
が死亡したときは、この手帳を速やかに返還してく
ださい。 

６ この石綿健康被害医療手帳は紛失しないようにし
てください。もし、破損したり、汚したり又は紛失
したときは、速やかに届け出てください。 

７ 不正にこの証を使用した者は刑法によって詐欺罪
として懲役の処分を受けます。 

手帳番号

号 

様
式
第
２
（
第
３
６
条
関
係
）

－２－ 

 

 

様式第２（第 36条関係） 

  （表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  （裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ｂ７とする。 

 

 

 

 

 

 

 第   号 

独立行政法人環境再生保全機構徴収金滞納者財産差押証 

 

 

 

年   月   日発行 

 

独立行政法人環境再生保全機構理事長   印    

職名及び氏名 

生 年 月 日 
 

写 

真 

この証明書を所持する職員は、石綿による健康被害の救済に関する法律の規定に

よる特別拠出金及び延滞金を滞納している者の財産差押の権限を有する。 

 

様
式
第
３
　
削
除

様
式
第
４
（
第
３
８
条
第
１
項
関
係
）

－４－ 

 

備考 この身分証明書の用紙の大きさは、
日本産業規格Ｂ７とする。 

職名及び氏名 
生 年 月 日 
 

 

 

様式第４（第 38条第１項関係） 

 （表）                            （裏） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

第    号  

石綿による健康被害の救済に関する法
律第50条の６第２項の規定による身分証
明書 

 
 
 
 

年 月 日発行                            

 独立行政法人 
 環境再生保全機構理事長   印    
 

 

 石綿による健康被害の救済に関する法
律抜すい 
（特別事業主に対する報告の徴収等） 
第50条の6 機構は、特別拠出金の徴収
に関し必要があると認めるときは、特
別事業主に対し、報告若しくは文書の
提出を命じ、又は当該職員に、特別事
業主の事務所に立ち入り、関係者に質
問させ、若しくは帳簿書類（その作成
又は保存に代えて電磁的記録（電子的
方式、磁気的方式その他人の知覚によ
っては認識することができない方式で
作られる記録であって、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものをい
う。 ）の作成又は保存がされている場
合における当該電的磁気録を含む。以
下同じ。 ）を検査させることができる 

 。 
２ 前項の規定により立入検査をする職
員は、その身分を示す証明書を携帯し 
、関係人に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限
は、犯罪捜査のために認められたもの
と解してはならない。 

 
  

 
第88条 （略） 
２ （略） 
３ 第50条の６第１項の規定による命令
に違反して報告をせず、若しくは虚偽
の報告をし、若しくは文書を提出せず 

 、若しくは虚偽の記載をした文書を提
出し、又は同項の規定による当該職員
の質問に対して、答弁をせず、若しく
は虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒
み、妨げ、若しくは忌避した者は、６
月以下の懲役又は30万円以下の罰金に
処する。 

第90条 法人（法人でない労働保険事務
組合等を含む。以下この項において同
じ。 ）の代表者又は法人若しくは人の
代理人、使用人その他の従業者が、そ
の法人又は人の業務に関して、第88条
又は前条（第１項第１号及び第２項第
１号を除く。 ）の違反行為をしたとき
は、行為者を罰するほか、その法人又
は人に対しても、各本条の罰金刑を科
する。 

２ （略） 
 

写真 
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様
式
第
５
（
第
３
８
条
第
２
項
関
係
）

－５－ 

 

備考 この身分証明書の用紙の大きさは、
日本産業規格Ｂ７とする。 

職名及び氏名 
生 年 月 日 
 

 

 

様式第５（第 38条第２項関係） 

 

 （表）                            （裏） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

第    号  

石綿による健康被害の救済に関する法
律第55条第２項の規定による身分証明書 

 
 
 
 

年 月 日発行                            

 独立行政法人 
 環境再生保全機構理事長   印    
 

 

 石綿による健康被害の救済に関する法
律抜すい 
（保健医療機関等に対する報告の徴収
等） 

第55条 機構は、第13条第１項の規定に
よる保健医療機関等に対する医療費の
支払に関し必要があると認めるときは 

 、保健医療機関等の管理者に対して必
要な報告を求め、又は当該職員に、保
健医療機関等についてその管理者の同
意を得て、実地に診療録その他の帳簿
書類を検査させることができる。 

２ 第50条の６第２項の規定は前項の規
定による検査について、同条第３項の
規定は前項の規定による権限について
準用する。 

 
  

 
３ 機構は、保健医療機関等の管理者が 
 、正当な理由がなく第１項の規定によ
る報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽
の報告をし、又は正当な理由がなく同
項の同意を拒んだときは、当該保健医
療機関等に対する医療費の支払を一時 

差し止めることができる。 
 （特別事業主に対する報告の徴収等） 
第50条の６ （略） 
２ 前項の規定により立入検査をする職
員は、その身分を示す証明書を携帯し  

 、関係人に提示しなければならない。 
３ 第１項の規定による立入検査の権限
は、犯罪捜査のために認められたもの
と解してはならない。 

 

写真 

様
式
第
６
（
第
３
８
条
第
３
項
関
係
）

－６－ 

 

備考 この身分証明書の用紙の大きさは、
日本産業規格Ｂ７とする。 

職名及び氏名 
生 年 月 日 
 

 

 

様式第６（第 38条第３項関係） 

 （表）                            （裏） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

第    号  

石綿による健康被害の救済に関する法
律第56条第２項の規定による身分証明書 

 
 
 
 

年 月 日発行                            

 独立行政法人 
 環境再生保全機構理事長   印    
 

 

 石綿による健康被害の救済に関する法
律抜すい 
（診療を行った者等に対する報告の徴
収等） 

第56条 機構は、認定又は救済給付の支
給に関し必要があると認めるときは、
当該認定の申請に係る診断若しくは救
済給付に関する診療、薬剤の支給若し
くは手当を行った者又はこれを使用す
る者に対し、その行った診断又は診療 

 、薬剤の支給若しくは手当につき、報
告若しくは診療録その他の物件の提示
を求め、又は当該職員に質問させるこ
とができる。 

２ 第50条の６第２項の規定は前項の規
定による質問について、同条第３項の
規定は前項の規定による権限について
準用する。 

 （特別事業主に対する報告の徴収等） 
第 50条の６ （略） 
２ 前項の規定により立入検査をする職
員は、その身分を示す証明書を携帯し 

 、関係人に提示しなければならない。 
 

  
 
 ３ 第１項の規定による立入検査の権
限は、犯罪捜査のために認められたも
のと解してはならない。 

第89条 次の各号のいずれかに該当する
者は、６月以下の懲役又は20万円以下
の罰金に処する。 

 一 （略） 
 二 第56条第１項の規定により報告若

しくは診療録その他の物件の提示
を求められて、これに従わず、若
しくは虚偽の報告をし、又は同項
の規定による質問に対して、答弁
せず、若しくは虚偽の答弁をした
者 

２ （略） 
第90条 法人（法人でない労働保険事務
組合等を含む。以下この項において同
じ。 ）の代表者又は法人若しくは人の
代理人、使用人その他の従業者が、そ
の法人又は人の業務に関して、第88条
又は前条（第１項第１号及び第２項第
１号を除く。 ）の違反行為をしたとき
は、行為者を罰するほか、その法人又
は人に対しても、各本条の罰金刑を科
する。 

２ （略）  

写真 
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